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参考条文

○不正競争防止法（平成５年法律第４７号）

営業秘密の意義

（定義）

第２条 （略）

２～５ （略）

６ この法律において「営業秘密」とは，秘密として管理されている生産方

， ，法 販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって

公然と知られていないものをいう。

７～１０ （略）

民事手続上の営業秘密の保護

（秘密保持命令）

第１０条 裁判所は，不正競争による営業上の利益の侵害に係る訴訟におい

て，その当事者が保有する営業秘密について，次に掲げる事由のいずれに

も該当することにつき疎明があった場合には，当事者の申立てにより，決

定で，当事者等，訴訟代理人又は補佐人に対し，当該営業秘密を当該訴訟

の追行の目的以外の目的で使用し，又は当該営業秘密に係るこの項の規定

による命令を受けた者以外の者に開示してはならない旨を命ずることがで

きる。ただし，その申立ての時までに当事者等，訴訟代理人又は補佐人が

第１号に規定する準備書面の閲読又は同号に規定する証拠の取調べ若しく

， ，は開示以外の方法により当該営業秘密を取得し 又は保有していた場合は

この限りでない。

一 既に提出され若しくは提出されるべき準備書面に当事者の保有する営

業秘密が記載され，又は既に取り調べられ若しくは取り調べられるべき

証拠（第７条第３項の規定により開示された書類又は第１３条第４項の

規定により開示された書面を含む ）の内容に当事者の保有する営業秘。

密が含まれること。

二 前号の営業秘密が当該訴訟の追行の目的以外の目的で使用され，又は

当該営業秘密が開示されることにより，当該営業秘密に基づく当事者の

事業活動に支障を生ずるおそれがあり，これを防止するため当該営業秘

密の使用又は開示を制限する必要があること。

２ 前項の規定による命令（以下「秘密保持命令」という ）の申立ては，。
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次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。

一 秘密保持命令を受けるべき者

二 秘密保持命令の対象となるべき営業秘密を特定するに足りる事実

三 前項各号に掲げる事由に該当する事実

３ 秘密保持命令が発せられた場合には，その決定書を秘密保持命令を受け

た者に送達しなければならない。

４ 秘密保持命令は，秘密保持命令を受けた者に対する決定書の送達がされ

た時から，効力を生ずる。

５ 秘密保持命令の申立てを却下した裁判に対しては，即時抗告をすること

ができる。

（秘密保持命令の取消し）

第１１条 秘密保持命令の申立てをした者又は秘密保持命令を受けた者は，

（ ，訴訟記録の存する裁判所 訴訟記録の存する裁判所がない場合にあっては

秘密保持命令を発した裁判所）に対し，前条第１項に規定する要件を欠く

こと又はこれを欠くに至ったことを理由として，秘密保持命令の取消しの

申立てをすることができる。

２ 秘密保持命令の取消しの申立てについての裁判があった場合には，その

決定書をその申立てをした者及び相手方に送達しなければならない。

３ 秘密保持命令の取消しの申立てについての裁判に対しては，即時抗告を

することができる。

４ 秘密保持命令を取り消す裁判は，確定しなければその効力を生じない。

５ 裁判所は，秘密保持命令を取り消す裁判をした場合において，秘密保持

命令の取消しの申立てをした者又は相手方以外に当該秘密保持命令が発せ

られた訴訟において当該営業秘密に係る秘密保持命令を受けている者があ

るときは，その者に対し，直ちに，秘密保持命令を取り消す裁判をした旨

を通知しなければならない。

（訴訟記録の閲覧等の請求の通知等）

第１２条 秘密保持命令が発せられた訴訟（すべての秘密保持命令が取り消

された訴訟を除く ）に係る訴訟記録につき，民事訴訟法（平成８年法律。

第１０９号）第９２条第１項の決定があった場合において，当事者から同

項に規定する秘密記載部分の閲覧等の請求があり，かつ，その請求の手続

を行った者が当該訴訟において秘密保持命令を受けていない者であるとき

は，裁判所書記官は，同項の申立てをした当事者（その請求をした者を除

く。第３項において同じ ）に対し，その請求後直ちに，その請求があっ。

た旨を通知しなければならない。
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２ 前項の場合において，裁判所書記官は，同項の請求があった日から２週

間を経過する日までの間（その請求の手続を行った者に対する秘密保持命

令の申立てがその日までにされた場合にあっては，その申立てについての

裁判が確定するまでの間 ，その請求の手続を行った者に同項の秘密記載）

部分の閲覧等をさせてはならない。

３ 前２項の規定は，第１項の請求をした者に同項の秘密記載部分の閲覧等

をさせることについて民事訴訟法第９２条第１項の申立てをした当事者の

すべての同意があるときは，適用しない。

（当事者尋問等の公開停止）

第１３条 不正競争による営業上の利益の侵害に係る訴訟における当事者等

が，その侵害の有無についての判断の基礎となる事項であって当事者の保

有する営業秘密に該当するものについて，当事者本人若しくは法定代理人

又は証人として尋問を受ける場合においては，裁判所は，裁判官の全員一

致により，その当事者等が公開の法廷で当該事項について陳述をすること

により当該営業秘密に基づく当事者の事業活動に著しい支障を生ずること

，が明らかであることから当該事項について十分な陳述をすることができず

かつ，当該陳述を欠くことにより他の証拠のみによっては当該事項を判断

の基礎とすべき不正競争による営業上の利益の侵害の有無についての適正

な裁判をすることができないと認めるときは，決定で，当該事項の尋問を

公開しないで行うことができる。

２ 裁判所は，前項の決定をするに当たっては，あらかじめ，当事者等の意

見を聴かなければならない。

３ 裁判所は，前項の場合において，必要があると認めるときは，当事者等

。にその陳述すべき事項の要領を記載した書面の提示をさせることができる

この場合においては，何人も，その提示された書面の開示を求めることが

できない。

４ 裁判所は，前項後段の書面を開示してその意見を聴くことが必要である

と認めるときは，当事者等，訴訟代理人又は補佐人に対し，当該書面を開

示することができる。

５ 裁判所は，第１項の規定により当該事項の尋問を公開しないで行うとき

は，公衆を退廷させる前に，その旨を理由とともに言い渡さなければなら

ない。当該事項の尋問が終了したときは，再び公衆を入廷させなければな

らない。

（罰則）

第２１条 （略）
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２ 次の各号のいずれかに該当する者は，５年以下の懲役若しくは５００万

円以下の罰金に処し，又はこれを併科する。

一～四 （略）

五 秘密保持命令に違反した者

六 （略）

３～７ （略）

営業秘密侵害罪

（罰則）

第２１条 次の各号のいずれかに該当する者は，１０年以下の懲役若しくは

１０００万円以下の罰金に処し，又はこれを併科する。

一 不正の利益を得る目的で，又はその保有者に損害を加える目的で，詐

欺等行為（人を欺き，人に暴行を加え，又は人を脅迫する行為をいう。

以下この条において同じ ）又は管理侵害行為（財物の窃取，施設への。

侵入，不正アクセス行為（不正アクセス行為の禁止等に関する法律（平

成１１年法律第１２８号）第３条に規定する不正アクセス行為をいう ）。

その他の保有者の管理を害する行為をいう。以下この条において同じ ）。

により，営業秘密を取得した者

二 詐欺等行為又は管理侵害行為により取得した営業秘密を，不正の利益

を得る目的で，又はその保有者に損害を加える目的で，使用し，又は開

示した者

， ，三 営業秘密を保有者から示された者であって 不正の利益を得る目的で

又はその保有者に損害を加える目的で，その営業秘密の管理に係る任務

に背き，次のいずれかに掲げる方法でその営業秘密を領得した者

イ 営業秘密記録媒体等（営業秘密が記載され，又は記録された文書，

図画又は記録媒体をいう。以下この号において同じ ）又は営業秘密。

が化体された物件を横領すること。

ロ 営業秘密記録媒体等の記載若しくは記録について，又は営業秘密が

化体された物件について，その複製を作成すること。

ハ 営業秘密記録媒体等の記載又は記録であって，消去すべきものを消

去せず，かつ，当該記載又は記録を消去したように仮装すること。

四 営業秘密を保有者から示された者であって，その営業秘密の管理に係

る任務に背いて前号イからハまでに掲げる方法により領得した営業秘密

を，不正の利益を得る目的で，又はその保有者に損害を加える目的で，

その営業秘密の管理に係る任務に背き，使用し，又は開示した者
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五 営業秘密を保有者から示されたその役員（理事，取締役，執行役，業

務を執行する社員，監事若しくは監査役又はこれらに準ずる者をいう。

次号において同じ ）又は従業者であって，不正の利益を得る目的で，。

又はその保有者に損害を加える目的で，その営業秘密の管理に係る任務

に背き，その営業秘密を使用し，又は開示した者（前号に掲げる者を除

く ）。

六 営業秘密を保有者から示されたその役員又は従業者であった者であっ

て，不正の利益を得る目的で，又はその保有者に損害を加える目的で，

その在職中に，その営業秘密の管理に係る任務に背いてその営業秘密の

開示の申込みをし，又はその営業秘密の使用若しくは開示について請託

を受けて，その営業秘密をその職を退いた後に使用し，又は開示した者

（第４号に掲げる者を除く ）。

七 不正の利益を得る目的で，又はその保有者に損害を加える目的で，第

２号又は前３号の罪に当たる開示によって営業秘密を取得して，その営

業秘密を使用し，又は開示した者

２ （略）

３ 第１項及び前項第５号の罪は，告訴がなければ公訴を提起することがで

きない。

４ 第１項第２号又は第４号から第７号までの罪は，詐欺等行為若しくは管

理侵害行為があった時又は保有者から示された時に日本国内において管理

されていた営業秘密について，日本国外においてこれらの罪を犯した者に

も適用する。

５～７ （略）

第２２条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人，使用人その他の従業

者が，その法人又は人の業務に関し，前条第１項第１号，第２号若しくは

第７号又は第２項に掲げる規定の違反行為をしたときは，行為者を罰する

ほか，その法人に対して３億円以下の罰金刑を，その人に対して本条の罰

金刑を科する。

２ 前項の場合において，当該行為者に対してした前条第１項第１号，第２

号及び第７号並びに第２項第５号の罪に係る同条第３項の告訴は，その法

人又は人に対しても効力を生じ，その法人又は人に対してした告訴は，当

該行為者に対しても効力を生ずるものとする。

３ （略）
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○日本国憲法（昭和２１年１１月３日憲法）

第３７条 すべて刑事事件においては，被告人は，公平な裁判所の迅速な公

開裁判を受ける権利を有する。

②・③ （略）

第８２条 裁判の対審及び判決は，公開法廷でこれを行ふ。

② 裁判所が，裁判官の全員一致で，公の秩序又は善良の風俗を害する虞が

あると決した場合には，対審は，公開しないでこれを行ふことができる。

但し，政治犯罪，出版に関する犯罪又はこの憲法第３章で保障する国民の

権利が問題となつてゐる事件の対審は，常にこれを公開しなければならな

い。

○刑事訴訟法（昭和２３年法律第１３１号）

○刑事訴訟規則（昭和２３年最高裁判所規則第３２号）

秘匿措置に関する決定及び基本的な秘匿措置

被害者特定事項に係る秘匿決定

法第２９０条の２ 裁判所は，次に掲げる事件を取り扱う場合において，当

該事件の被害者等（被害者又は被害者が死亡した場合若しくはその心身に

重大な故障がある場合におけるその配偶者，直系の親族若しくは兄弟姉妹

をいう。以下同じ ）若しくは当該被害者の法定代理人又はこれらの者か。

ら委託を受けた弁護士から申出があるときは，被告人又は弁護人の意見を

聴き，相当と認めるときは，被害者特定事項（氏名及び住所その他の当該

事件の被害者を特定させることとなる事項をいう。以下同じ ）を公開の。

法廷で明らかにしない旨の決定をすることができる。

一 刑法第１７６条から第１７８条の２まで若しくは第１８１条の罪，同

法第２２５条若しくは第２２６条の２第３項の罪（わいせつ又は結婚の

目的に係る部分に限る。以下この号において同じ ，同法第２２７条第。）

１項（第２２５条又は第２２６条の２第３項の罪を犯した者を幇助する

目的に係る部分に限る ）若しくは第３項（わいせつの目的に係る部分。

に限る ）若しくは第２４１条の罪又はこれらの罪の未遂罪に係る事件。

二 児童福祉法第６０条第１項の罪若しくは同法第３４条第１項第９号に

係る同法第６０条第２項の罪又は児童買春，児童ポルノに係る行為等の

処罰及び児童の保護等に関する法律第４条から第８条までの罪に係る事

件

三 前２号に掲げる事件のほか，犯行の態様，被害の状況その他の事情に
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より，被害者特定事項が公開の法廷で明らかにされることにより被害者

等の名誉又は社会生活の平穏が著しく害されるおそれがあると認められ

る事件

② 前項の申出は，あらかじめ，検察官にしなければならない。この場合に

おいて，検察官は，意見を付して，これを裁判所に通知するものとする。

③ 裁判所は，第１項に定めるもののほか，犯行の態様，被害の状況その他

の事情により，被害者特定事項が公開の法廷で明らかにされることにより

被害者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を

畏怖させ若しくは困惑させる行為がなされるおそれがあると認められる事

件を取り扱う場合において，検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き，

相当と認めるときは，被害者特定事項を公開の法廷で明らかにしない旨の

決定をすることができる。

④ 裁判所は，第１項又は前項の決定をした事件について，被害者特定事項

を公開の法廷で明らかにしないことが相当でないと認めるに至つたとき，

第３１２条の規定により罰条が撤回若しくは変更されたため第１項第１号

若しくは第２号に掲げる事件に該当しなくなつたとき又は同項第３号に掲

げる事件若しくは前項に規定する事件に該当しないと認めるに至つたとき

は，決定で，第１項又は前項の決定を取り消さなければならない。

（法第２９０条の２第１項の申出がされた旨の通知の方式）

規則第１９６条の２ 法第２９０条の２第２項後段の規定による通知は，書面でしなけ

ればならない。ただし，やむを得ない事情があるときは，この限りでない。

（公開の法廷で明らかにされる可能性があると思料する事項の告知・法第２９０条の

２）

規則第１９６条の３ 検察官は，法第２９０条の２第１項又は第３項の決定があつた場

合において，事件の性質，審理の状況その他の事情を考慮して，被害者特定事項のう

ち被害者の氏名及び住所以外に公開の法廷で明らかにされる可能性があると思料する

事項があるときは，裁判所及び被告人又は弁護人にこれを告げるものとする。

（呼称の定め・法第２９０条の２）

規則第１９６条の４ 裁判所は，法第２９０条の２第１項又は第３項の決定をした場合

において，必要があると認めるときは，被害者の氏名その他の被害者特定事項に係る

名称に代わる呼称を定めることができる。

（決定の告知・法第２９０条の２）

規則第１９６条の５ 裁判所は，法第２９０条の２第１項若しくは第３項の決定又は同

条第４項の規定によりこれらの決定を取り消す決定をしたときは，公判期日において

これをした場合を除き，速やかに，その旨を訴訟関係人に通知しなければならない。

同条第１項の決定をしないこととしたときも，同様とする。

２ 裁判所は，法第２９０条の２第１項の決定又は同条第４項の規定により当該決定を

取り消す決定をしたときは，速やかに，その旨を同条第１項の申出をした者に通知し

なければならない。同項の決定をしないこととしたときも，同様とする。
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呼称等の定め

（呼称の定め・法第２９０条の２）

規則第１９６条の４ 裁判所は，法第２９０条の２第１項又は第３項の決定をした場合

において，必要があると認めるときは，被害者の氏名その他の被害者特定事項に係る

名称に代わる呼称を定めることができる。

起訴状朗読，罪状認否

法第２９１条 検察官は，まず，起訴状を朗読しなければならない。

② 前条第１項又は第３項の決定があつたときは，前項の起訴状の朗読は，

被害者特定事項を明らかにしない方法でこれを行うものとする。この場合

においては，検察官は，被告人に起訴状を示さなければならない。

③ 裁判長は，起訴状の朗読が終つた後，被告人に対し，終始沈黙し，又は

個々の質問に対し陳述を拒むことができる旨その他裁判所の規則で定める

被告人の権利を保護するため必要な事項を告げた上，被告人及び弁護人に

対し，被告事件について陳述する機会を与えなければならない。

冒頭陳述

法第２９６条 証拠調のはじめに，検察官は，証拠により証明すべき事実を

明らかにしなければならない。

（弁護人等の陳述）

規則第１９８条 裁判所は，検察官が証拠調のはじめに証拠により証明すべき事実を明

らかにした後，被告人又は弁護人にも，証拠により証明すべき事実を明らかにするこ

とを許すことができる。

２ （略）

書証の取調べ

法第３０５条 検察官，被告人又は弁護人の請求により，証拠書類の取調を

するについては，裁判長は，その取調を請求した者にこれを朗読させなけ

ればならない。但し，裁判長は，自らこれを朗読し，又は陪席の裁判官若

しくは裁判所書記にこれを朗読させることができる。

② 裁判所が職権で証拠書類の取調をするについては，裁判長は，自らその

書類を朗読し，又は陪席の裁判官若しくは裁判所書記にこれを朗読させな

ければならない。

③ 第２９０条の２第１項又は第３項の決定があつたときは，前２項の規定

による証拠書類の朗読は，被害者特定事項を明らかにしない方法でこれを

行うものとする。
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④・⑤ （略）

（証拠書類等の取調の方法・法３０５条等）

規則第２０３条の２ 裁判長は，訴訟関係人の意見を聴き，相当と認めるときは，請求

により証拠書類又は証拠物中書面の意義が証拠となるものの取調をするについての朗

読に代えて，その取調を請求した者，陪席の裁判官若しくは裁判所書記官にその要旨

を告げさせ，又は自らこれを告げることができる。

２ 裁判長は，訴訟関係人の意見を聴き，相当と認めるときは，職権で証拠書類又は証

拠物中書面の意義が証拠となるものの取調をするについての朗読に代えて，自らその

要旨を告げ，又は陪席の裁判官若しくは裁判所書記官にこれを告げさせることができ

る。

尋問・陳述

法第１５７条 検察官，被告人又は弁護人は，証人の尋問に立ち会うことが

できる。

② （略）

③ 第１項に規定する者は，証人の尋問に立ち会つたときは，裁判長に告げ

て，その証人を尋問することができる。

法第３０４条 証人，鑑定人，通訳人又は翻訳人は，裁判長又は陪席の裁判

官が，まず，これを尋問する。

， ， ， ，② 検察官 被告人又は弁護人は 前項の尋問が終つた後 裁判長に告げて

その証人，鑑定人，通訳人又は翻訳人を尋問することができる。この場合

において，その証人，鑑定人，通訳人又は翻訳人の取調が，検察官，被告

人又は弁護人の請求にかかるものであるときは，請求をした者が，先に尋

問する。

法第３１１条 （略）

② 被告人が任意に供述をする場合には，裁判長は，何時でも必要とする事

項につき被告人の供述を求めることができる。

③ 陪席の裁判官，検察官，弁護人，共同被告人又はその弁護人は，裁判長

に告げて，前項の供述を求めることができる。

論告・弁論・最終陳述

法第２９３条 証拠調が終つた後，検察官は，事実及び法律の適用について

意見を陳述しなければならない。

② 被告人及び弁護人は，意見を陳述することができる。

（最終陳述・法第２９３条）

， 。規則第２１１条 被告人又は弁護人には 最終に陳述する機会を与えなければならない
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弁論等の制限

法第２９５条 裁判長は，訴訟関係人のする尋問又は陳述が既にした尋問若

しくは陳述と重複するとき，又は事件に関係のない事項にわたるときその

他相当でないときは，訴訟関係人の本質的な権利を害しない限り，これを

制限することができる。訴訟関係人の被告人に対する供述を求める行為に

ついても同様である。

② 裁判長は，証人，鑑定人，通訳人又は翻訳人を尋問する場合において，

証人，鑑定人，通訳人若しくは翻訳人若しくはこれらの親族の身体若しく

は財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させ若しくは困惑させる行為がな

されるおそれがあり，これらの者の住居，勤務先その他その通常所在する

場所が特定される事項が明らかにされたならば証人，鑑定人，通訳人又は

翻訳人が十分な供述をすることができないと認めるときは，当該事項につ

いての尋問を制限することができる。ただし，検察官のする尋問を制限す

ることにより犯罪の証明に重大な支障を生ずるおそれがあるとき，又は被

告人若しくは弁護人のする尋問を制限することにより被告人の防御に実質

的な不利益を生ずるおそれがあるときは，この限りでない。

③ 裁判長は，第２９０条の２第１項又は第３項の決定があつた場合におい

て，訴訟関係人のする尋問又は陳述が被害者特定事項にわたるときは，こ

れを制限することにより，犯罪の証明に重大な支障を生ずるおそれがある

，場合又は被告人の防御に実質的な不利益を生ずるおそれがある場合を除き

当該尋問又は陳述を制限することができる。訴訟関係人の被告人に対する

供述を求める行為についても，同様とする。

④ 裁判所は，前３項の規定による命令を受けた検察官又は弁護士である弁

護人がこれに従わなかつた場合には，検察官については当該検察官を指揮

監督する権限を有する者に，弁護士である弁護人については当該弁護士の

所属する弁護士会又は日本弁護士連合会に通知し，適当な処置をとるべき

ことを請求することができる。

⑤ 前項の規定による請求を受けた者は，そのとつた処置を裁判所に通知し

なければならない。

裁判の宣告

（裁判の宣告）

規則第３５条 （略）

２ （略）

３ 法第２９０条の２第１項又は第３項の決定があつたときは，前項の規定による判決

の宣告は，被害者特定事項を明らかにしない方法でこれを行うものとする。
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証拠調べの請求と当事者の権利

法第２９９条 検察官，被告人又は弁護人が証人，鑑定人，通訳人又は翻訳

人の尋問を請求するについては，あらかじめ，相手方に対し，その氏名及

び住居を知る機会を与えなければならない。証拠書類又は証拠物の取調を

請求するについては，あらかじめ，相手方にこれを閲覧する機会を与えな

ければならない。但し，相手方に異議のないときは，この限りでない。

② （略）

公判期日外の証人尋問等

公判期日外の証人尋問

法第１５８条 裁判所は，証人の重要性，年齢，職業，健康状態その他の事

情と事案の軽重とを考慮した上，検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴

き，必要と認めるときは，裁判所外にこれを召喚し，又はその現在場所で

これを尋問することができる。

， ， ， ， ，② 前項の場合には 裁判所は あらかじめ 検察官 被告人及び弁護人に

尋問事項を知る機会を与えなければならない。

③ 検察官，被告人又は弁護人は，前項の尋問事項に附加して，必要な事項

の尋問を請求することができる。

法第１５９条 裁判所は，検察官，被告人又は弁護人が前条の証人尋問に立

ち会わなかつたときは，立ち会わなかつた者に，証人の供述の内容を知る

機会を与えなければならない。

② 前項の証人の供述が被告人に予期しなかつた著しい不利益なものである

場合には，被告人又は弁護人は，更に必要な事項の尋問を請求することが

できる。

③ 裁判所は，前項の請求を理由がないものと認めるときは，これを却下す

ることができる。

法第１６３条 裁判所外で証人を尋問すべきときは，合議体の構成員にこれ

をさせ，又は証人の現在地の地方裁判所，家庭裁判所若しくは簡易裁判所

の裁判官にこれを嘱託することができる。

② 受託裁判官は，受託の権限を有する他の地方裁判所，家庭裁判所又は簡

易裁判所の裁判官に転嘱することができる。

③ 受託裁判官は，受託事項について権限を有しないときは，受託の権限を

有する他の地方裁判所，家庭裁判所又は簡易裁判所の裁判官に嘱託を移送

することができる。
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④ 受命裁判官又は受託裁判官は，証人の尋問に関し，裁判所又は裁判長に

属する処分をすることができる。但し，第１５０条及び第１６０条の決定

は，裁判所もこれをすることができる。

⑤ 第１５８条第２項及び第３項並びに第１５９条に規定する手続は，前項

の規定にかかわらず，裁判所がこれをしなければならない。

法第２８１条 証人については，裁判所は，第１５８条に掲げる事項を考慮

した上，検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き必要と認めるときに限

り，公判期日外においてこれを尋問することができる。

（尋問事項の告知等・法第１５８条）

規則第１０８条 裁判所は，公判期日外において検察官，被告人又は弁護人の請求にか

かる証人を尋問する場合には，第１０６条第１項の書面を参考として尋問すべき事項

を定め，相手方及びその弁護人に知らせなければならない。

２ 相手方又はその弁護人は，書面で，前項の尋問事項に附加して，必要な事項の尋問

を請求することができる。

（職権による公判期日外の尋問・法第１５８条）

規則第１０９条 裁判所は，職権で公判期日外において証人を尋問する場合には，あら

かじめ，検察官，被告人及び弁護人に尋問事項を知らせなければならない。

２ 検察官，被告人又は弁護人は，書面で，前項の尋問事項に附加して，必要な事項の

尋問を請求することができる。

（公判期日外の尋問調書の閲覧等・法第１５９条）

規則第１２６条 裁判所は，検察官，被告人又は弁護人が公判期日外における証人尋問

に立ち会わなかつた場合において証人尋問調書が整理されたとき，又はその送付を受

けたときは，速やかにその旨を立ち会わなかつた者に通知しなければならない。

２ 被告人は，前項の尋問調書を閲覧することができる。

３ 被告人は，読むことができないとき，又は目の見えないときは，第１項の尋問調書

の朗読を求めることができる。

４ 前２項の場合には，第５０条の規定を準用する。

（受命，受託裁判官の尋問・法第１６３条）

規則第１２７条 受命裁判官又は受託裁判官が証人を尋問する場合においても，第１０

６条第１項から第３項まで及び第５項，第１０７条から第１０９条まで並びに前条の

手続は，裁判所がこれをしなければならない。

公判準備の結果と証拠調べの必要

法第３０３条 公判準備においてした証人その他の者の尋問，検証，押収及

び捜索の結果を記載した書面並びに押収した物については，裁判所は，公

判期日において証拠書類又は証拠物としてこれを取り調べなければならな

い。

その他

法第２８１条の４ 被告人若しくは弁護人（第４４０条に規定する弁護人を
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含む ）又はこれらであつた者は，検察官において被告事件の審理の準備。

のために閲覧又は謄写の機会を与えた証拠に係る複製等を，次に掲げる手

続又はその準備に使用する目的以外の目的で，人に交付し，又は提示し，

若しくは電気通信回線を通じて提供してはならない。

一 当該被告事件の審理その他の当該被告事件に係る裁判のための審理

二 当該被告事件に関する次に掲げる手続

イ 第１編第１６章の規定による費用の補償の手続

ロ 第３４９条第１項の請求があつた場合の手続

ハ 第３５０条の請求があつた場合の手続

ニ 上訴権回復の請求の手続

ホ 再審の請求の手続

ヘ 非常上告の手続

ト 第５００条第１項の申立ての手続

チ 第５０２条の申立ての手続

リ 刑事補償法 の規定による補償の請求の手続

， ，② 前項の規定に違反した場合の措置については 被告人の防御権を踏まえ

複製等の内容，行為の目的及び態様，関係人の名誉，その私生活又は業務

の平穏を害されているかどうか，当該複製等に係る証拠が公判期日におい

て取り調べられたものであるかどうか，その取調べの方法その他の事情を

考慮するものとする。

法第２８１条の５ 被告人又は被告人であつた者が，検察官において被告事

，件の審理の準備のために閲覧又は謄写の機会を与えた証拠に係る複製等を

前条第１項各号に掲げる手続又はその準備に使用する目的以外の目的で，

， ， ，人に交付し 又は提示し 若しくは電気通信回線を通じて提供したときは

１年以下の懲役又は５０万円以下の罰金に処する。

（ 。 。）② 弁護人 第４４０条に規定する弁護人を含む 以下この項において同じ

又は弁護人であつた者が，検察官において被告事件の審理の準備のために

閲覧又は謄写の機会を与えた証拠に係る複製等を，対価として財産上の利

益その他の利益を得る目的で，人に交付し，又は提示し，若しくは電気通

信回線を通じて提供したときも，前項と同様とする。

法第２９９条の２ 検察官又は弁護人は，前条第１項の規定により証人，鑑

定人，通訳人若しくは翻訳人の氏名及び住居を知る機会を与え又は証拠書

類若しくは証拠物を閲覧する機会を与えるに当たり，証人，鑑定人，通訳

人若しくは翻訳人若しくは証拠書類若しくは証拠物にその氏名が記載され

ている者若しくはこれらの親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれら
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の者を畏怖させ若しくは困惑させる行為がなされるおそれがあると認める

ときは，相手方に対し，その旨を告げ，これらの者の住居，勤務先その他

その通常所在する場所が特定される事項が，犯罪の証明若しくは犯罪の捜

， （ 。）査又は被告人の防御に関し必要がある場合を除き 関係者 被告人を含む

に知られないようにすることその他これらの者の安全が脅かされることが

ないように配慮することを求めることができる。

法第２９９条の３ 検察官は，第２９９条第１項の規定により証人の氏名及

び住居を知る機会を与え又は証拠書類若しくは証拠物を閲覧する機会を与

えるに当たり，被害者特定事項が明らかにされることにより，被害者等の

，名誉若しくは社会生活の平穏が著しく害されるおそれがあると認めるとき

又は被害者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え若しくはこれ

らの者を畏怖させ若しくは困惑させる行為がなされるおそれがあると認め

るときは，弁護人に対し，その旨を告げ，被害者特定事項が，被告人の防

御に関し必要がある場合を除き，被告人その他の者に知られないようにす

ることを求めることができる。ただし，被告人に知られないようにするこ

とを求めることについては，被害者特定事項のうち起訴状に記載された事

項以外のものに限る。

法第３１６条の２３ 第２９９条の２及び第２９９条の３の規定は，検察官

又は弁護人がこの目の規定による証拠の開示をする場合についてこれを準

用する。

資料３


